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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の動作モードの中からユーザによって選択された１つの動作モードにて対応する処
理を実行する制御対象装置に備えられ、前記選択された動作モードに対応する情報を表示
するための表示手段と、前記表示手段に重ねて配置され、ユーザの指先が触れた位置に基
づいてユーザの要求を検出するための検出手段とを含むタッチパネルディスプレイを含む
操作装置であって、
　前記表示手段は、前記複数の動作モードにおいて共通する複数の機能のトリガーとなる
複数のソフトウェアキーが表示されるタスクトリガー領域を含み、
　前記複数のソフトウェアキーは、処理の実行を開始させるための複数のスタートキーと
、開始された処理の実行を停止するためのクリアキーと、を含み、
　前記操作装置はさらに、
　いずれの動作モードが選択された場合においても、同一の機能のトリガーとなるソフト
ウェアキーが同一の位置にくるように、前記タスクトリガー領域における前記複数のソフ
トウェアキーを配置する制御手段と、
　前記動作モードの状態がデフォルト状態である場合には、前記表示手段に対し、前記ク
リアキーを選択操作が不可能な状態で表示させ、前記動作モードの状態が他の状態である
場合には、前記表示手段に対し、前記クリアキーを選択操作が可能な状態で表示させる表
示制御手段とを含む、操作装置。
【請求項２】
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　前記制御手段は、前記クリアキーを、前記タスクトリガー領域の右端部にくるように配
置する、請求項１に記載の操作装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記クリアキーを、前記スタートキーの上側にくるように配置する、
請求項１に記載の操作装置。
【請求項４】
　前記他の状態とは、選択された動作モードに対応する処理が実行されているときの状態
である、請求項１に記載の操作装置。
【請求項５】
　前記他の状態とは、選択された前記動作モードの条件の設定変更がなされた状態である
、請求項１に記載の操作装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記表示手段に対し、前記選択操作が可能な状態のクリアキーを
視覚的に目立ちやすい色相で表示させ、前記選択操作が不可能な状態のクリアキーを視覚
的に目立ちにくい色相で表示させる、請求項１～請求項５のいずれか１つに記載の操作装
置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１つに記載の操作装置を備える電子機器。
【請求項８】
　請求項１～請求項６のいずれか１つに記載の操作装置を備える画像処理装置。
【請求項９】
　複数の動作モードの中からユーザによって選択された１つの動作モードにて対応する処
理を実行する制御対象装置に備えられ、前記選択された動作モードに対応する情報を表示
するための表示手段と、前記表示手段に重ねて配置され、ユーザの指先が触れた位置に基
づいてユーザの要求を検出するための検出手段とを含むタッチパネルディスプレイを含む
操作装置における情報表示方法であって、
　前記表示手段は、前記複数の動作モードにおいて共通する複数の機能のトリガーとなる
複数のソフトウェアキーが表示されるタスクトリガー領域を含み、
　前記複数のソフトウェアキーは、処理の実行を開始させるための複数のスタートキーと
、開始された処理の実行を停止するためのクリアキーと、を含み、
　いずれの動作モードが選択された場合においても、同一の機能のトリガーとなるソフト
ウェアキーが同一の位置にくるように、前記タスクトリガー領域における前記複数のソフ
トウェアキーを配置するとともに、前記動作モードの状態がデフォルト状態である場合に
は、前記クリアキーを選択操作が不可能な状態で前記表示手段に表示し、前記動作モード
の状態が他の状態である場合には、前記クリアキーを選択操作が可能な状態で前記表示手
段に表示する、情報表示方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作装置、操作装置を備える電子機器及び画像処理装置、並びに、その操作
装置における情報表示方法に関し、特には、操作装置に表示する情報の配置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コピーモード及びファクシミリモード等を含む複数の動作モードの中からユーザ
によって選択された１つの動作モードにて対応する処理を実行する画像形成装置が知られ
ている。このような画像形成装置には、動作モードに関する各種機能及びパラメータ等を
設定するための操作部と、ジョブの進行状況等を表示するための表示部とを含む操作装置
が備えられる。
【０００３】
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　例えば、後掲の特許文献１には、カラー画像及び白黒画像のいずれも形成可能な画像処
理装置が開示されている。この画像処理装置が備える操作部において、中央部には液晶操
作パネルが設けられ、右側領域には、ストップキー、カラー用スタートキー、及び白黒用
スタートキー等のハードウェアキーが設けられる。
【０００４】
　後掲の特許文献２には、複数の画像の中から処理対象画像を選択指定するための画面を
、各モードに応じた表示形態で表示する複合機が開示されている。この複合機が備える操
作パネルにおいて、中央部にはプレビューモニタ（液晶表示器）が配設され、右側領域に
は、実行中の動作を中止するストップボタン、及び、印刷又はスキャンを開始するときに
押すカラーとモノクロとの２種類のスタートボタン等のハードウェアキーが設けられる。
【０００５】
　後掲の特許文献３には、省エネルギーモード（以下単に「省エネモード」と記す。）と
通常モードとの切替えが可能な画像形成装置が開示されている。この画像処理装置が備え
るユーザ操作部において、右側領域には液晶表示部が設けられ、左側領域には、カラー印
刷スタートボタン、白黒印刷スタートボタン、及びリセットキー等のハードウェアキーが
設けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－３０７７０４号公報
【特許文献２】特開２００６－９４４２６号公報
【特許文献３】特開２００６－１８４５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１，２に開示される技術では、処理の実行を停止するためのストップキー又は
ストップボタンに対する距離が、カラー印刷用のスタートキーとモノクロ印刷用のスター
トキーとでは異なる。したがって、開始された処理の実行を停止する場合において、スト
ップキー又はストップボタンを押下するまでの時間が、ユーザが押下したスタートキーの
位置に影響されてしまうおそれがある。
【０００８】
　特許文献３に開示される技術によれば、処理の実行を停止するためのリセットキーがカ
ラー印刷スタートボタン及び白黒印刷スタートボタンよりもユーザ操作部の内側寄りに配
置されている。このように、ストップキーがスタートキーに対して左側に配置されると、
右利きのユーザにとっては、処理に関連する一連の操作を円滑に行ないにくくなるおそれ
がある。
【０００９】
　また、特許文献１～３に開示される上記したハードウェアキーの配置は、コピーモード
のみに対応する。したがって、他の動作モードでは、キーが設けられる場所及び配置がコ
ピーモードとは異なり、ユーザの操作性が悪い。
【００１０】
　本発明の目的は、ユーザの操作性を向上させることのできる操作装置、操作装置を備え
る電子機器及び画像処理装置、並びに、その操作装置における情報表示方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の局面に係る操作装置は、複数の動作モードの中からユーザによって選択
された１つの動作モードにて対応する処理を実行する制御対象装置に備えられ、選択され
た動作モードに対応する情報を表示するための表示手段と、表示手段に重ねて配置され、
ユーザの指先が触れた位置に基づいてユーザの要求を検出するための検出手段とを含むタ
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ッチパネルディスプレイを含む操作装置であって、表示手段は、複数の動作モードにおい
て共通する複数の機能のトリガーとなる複数のソフトウェアキーが表示されるタスクトリ
ガー領域を含み、操作機器はさらに、いずれの動作モードが選択された場合においても、
同一の機能のトリガーとなるソフトウェアキーが同一の位置にくるように、タスクトリガ
ー領域における複数のソフトウェアキーを配置する制御手段を含む。
【００１２】
　これによって、ユーザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱することなく
タッチパネルディスプレイに対する操作を行なうことができるので、ユーザの操作性が向
上する。その結果、ユーザの操作ミスを低減することができる。
【００１３】
　好ましくは、複数のソフトウェアキーは、処理の実行を開始させるための複数のスター
トキーと、開始された処理の実行を停止するためのクリアキーと、を含み、制御手段は、
タスクトリガー領域において、クリアキーを、複数のスタートキーに対する距離が略同一
となる位置に配置する。これによって、スタートキーを押下した後に、開始された処理の
実行を取りやめたくなった場合には、ユーザは、押下したスタートキーの位置に影響され
ることなく、どのスタートキーを押下した場合においても即座にクリアキーを押下するこ
とができる。したがって、ユーザの操作性がさらに向上する。
【００１４】
　より好ましくは、制御手段は、クリアキーを、タスクトリガー領域の右端部にくるよう
に配置する。このように、処理に関連する指示を出すソフトウェアキーのうちで、最後の
指示を出す可能性の高いクリアキーがタスクトリガー領域の右端部に配置されることによ
って、例えば、処理に関する各種機能及びパラメータの設定、処理の開始指示、処理の停
止指示、という一連の操作を行なう際に、視線及び手の動きが左から右に向かうように操
作することができる。その結果、右利きのユーザは、処理に関連する一連の操作をより円
滑に行なうことができる。
【００１５】
　さらに好ましくは、操作装置はさらに、動作モードの状態がデフォルト状態である場合
には、表示手段に対し、クリアキーを選択操作が不可能な状態で表示させ、動作モードの
状態が他の状態である場合には、表示手段に対し、クリアキーを選択操作が可能な状態で
表示させる表示制御手段を含む。このように、クリアキーに対する操作の必要性がない場
合には、クリアキーに対する選択操作が不可能になり、クリアキーに対する操作の必要性
がある場合には、クリアキーに対する選択操作が可能になるので、ユーザの利便性がさら
に向上する。
【００１６】
　さらに好ましくは、上記他の状態とは、選択された動作モードに対応する処理が実行さ
れているときの状態、又は、選択された動作モードの条件の設定変更がなされた状態であ
る。このように、クリアキーの操作の必要性がより一層高まる状態時に、クリアキーが選
択操作可能な状態で表示されるので、ユーザの利便性がさらに向上する。
【００１７】
　さらに好ましくは、表示制御手段は、表示手段に対し、選択操作が可能な状態のクリア
キーを視覚的に目立ちやすい色相で表示させ、選択操作が不可能な状態のクリアキーを視
覚的に目立ちにくい色相で表示させる。これによって、ユーザは、どのキーを操作すれば
処理を停止させることができるのかを視覚的に認識しやすくなる。その結果、ユーザの操
作ミスをさらに低減することができる。
【００１８】
　本発明の第２の局面に係る電子機器は、上記した操作装置を備える。したがって、ユー
ザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱することなく、電子機器の各種動作
モードに対する操作を行なうことができる。
【００１９】
　本発明の第３の局面に係る画像処理装置は、上記した操作装置を備える。したがって、
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ユーザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱することなく、画像処理装置の
各種動作モードに対する操作を行なうことができる。
【００２０】
　本発明の第４の局面に係る情報表示方法は、複数の動作モードの中からユーザによって
選択された１つの動作モードにて対応する処理を実行する制御対象装置に備えられ、選択
された動作モードに対応する情報を表示するための表示手段と、表示手段に重ねて配置さ
れ、ユーザの指先が触れた位置に基づいてユーザの要求を検出するための検出手段とを含
むタッチパネルディスプレイを含む操作装置における情報表示方法であって、表示手段は
、複数の動作モードにおいて共通する複数の機能のトリガーとなる複数のソフトウェアキ
ーが表示されるタスクトリガー領域を含み、いずれの動作モードが選択された場合におい
ても、同一の機能のトリガーとなるソフトウェアキーが同一の位置にくるように、タスク
トリガー領域における複数のソフトウェアキーを配置する、情報表示方法である。これに
よって、ユーザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱することなくタッチパ
ネルディスプレイに対する操作を行なうことができるので、ユーザの操作性が向上する。
その結果、ユーザの操作ミスを低減することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、表示手段は、複数の動作モードにおいて共通する複数の機能のトリガ
ーとなる複数のソフトウェアキーが表示されるタスクトリガー領域を含み、制御手段は、
いずれの動作モードが選択された場合においても、同一の機能のトリガーとなるソフトウ
ェアキーが同一の位置にくるように、タスクトリガー領域における複数のソフトウェアキ
ーを配置する。これによって、ユーザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱
することなくタッチパネルディスプレイに対する操作を行なうことができるので、ユーザ
の操作性が向上する。その結果、ユーザの操作ミスを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】画像形成装置の外観構成を示す図である。
【図２】画像形成装置の内部構成を簡略化して示す図である。
【図３】画像形成装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】各種動作モードの初期画面の基本レイアウト構成を示す図である。
【図５】コピーモード初期画面の一例を示す図である。
【図６】ＦＡＸモード初期画面の一例を示す図である。
【図７】デフォルト状態時のコピーモード初期画面におけるタスクトリガー領域の状態を
示す図である。
【図８】設定許可状態時のコピーモード初期画面におけるタスクトリガー領域の状態を示
す図である。
【図９】デフォルト状態時のＦＡＸモード初期画面におけるタスクトリガー領域の状態を
示す図である。
【図１０】設定許可状態時のＦＡＸモード初期画面におけるタスクトリガー領域の状態を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の説明及び図面においては、同一の部品には同一の参照符号及び名称を付してある
。それらの機能も同様である。したがって、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００２４】
　［画像形成装置１００の操作ユニット１２０］　
　図１～図３を参照して、画像形成装置１００は、操作ユニット１２０を含む。画像形成
装置１００は、電子写真方式により記録用紙に画像を形成する。画像形成装置１００は、
ユーザによって、その動作モードがコピーモード及びファクシミリモード（以下「ＦＡＸ
モード」と記す。）のいずれかに設定されることで、設定された動作モードに対応する各
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種ジョブを実行する。
【００２５】
　図１及び図３を参照して、操作ユニット１２０は、画像形成装置１００の上部正面側に
、ユーザが目視しやすいように傾斜して設けられる板状の操作パネルである。操作ユニッ
ト１２０は、入出力インターフェイス（図示せず。）を介してＣＰＵ３００と通信を行な
う。操作ユニット１２０は、操作ユニット１２０の表面の中央部から左側領域にかけて配
置されるタッチパネルディスプレイ１３０と、操作ユニット１２０の表面の右側領域に配
置される表示操作部１４０と、を含む。タッチパネルディスプレイ１３０と表示操作部１
４０とは一つの筐体に保持され、操作ユニット１２０は全体として一体となるように構成
される。
【００２６】
　タッチパネルディスプレイ１３０は、表示パネル１３２と、タッチパネル１３４とが重
ねて構成されるタッチパネル一体型液晶表示装置である。表示パネル１３２には、上記し
た２つの動作モードから所望の動作モードを選択するためのホーム画面（図示せず。）、
画像形成装置１００の現在の状態、ＦＡＸ送信先指定状況、及び、ジョブの処理状況等が
表示される。表示パネル１３２の表示動作はＣＰＵ３００によって制御される。表示パネ
ル１３２の表示領域上にはソフトウェアキーが表示される。このソフトウェアキーをユー
ザが指で押すと、タッチパネル１３４がその押された位置を検出する。ＣＰＵ３００は、
プログラム上でソフトウェアキーの表示位置とタッチパネルが押された位置とを照合し、
その照合結果に基づいて、動作モードの選択、各種機能及びパラメータの設定、並びに動
作指示等を行なう。タッチパネルディスプレイ１３０のサイズ及び形状としては、特に限
定されないが、例えば、１０２４ピクセル×６００ピクセルの横長の長方形状のもの等が
ある。
【００２７】
　表示操作部１４０は、表示灯１４２、並びに、電源キー１４４、省エネルギーキー（以
下「省エネキー」と記す。）１４６、及びホームキー１４８等を含む各種ハードウェアキ
ーを含む。表示灯１４２は、例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ
）を備え、ＣＰＵ３００によって、点灯又は消灯（点滅）するように制御される。表示灯
１４２は、通常時には消灯された状態であり、待機モードから通常モードへの移行時及び
通常モードから省エネモードへの移行時等において、モードの移行に連動して点滅する。
ここで、待機モードとは、主電源がオンの状態であって、ＦＡＸ受信動作のみが実行可能
な状態のことである。通常モードとは、主電源がオンの状態であって、全ての動作モード
が実行可能な状態のことである。省エネモードとは、主電源がオンの状態であって、一部
の動作モードのみが実行可能な状態のことである。
【００２８】
　電源キー１４４は、待機モード又は省エネモードから通常モードへの移行指示を行なう
ためのキーである。なお、主電源は、主電源スイッチ（図示せず。）によってオン・オフ
される。
【００２９】
　省エネキー１４６は、通常モードから省エネモードへの移行指示又は省エネモードから
通常モードへの移行指示を行なうためのキーである。なお、省エネモードへの移行は、省
エネキー１４６が押下された場合だけでなく、ユーザによる操作がない状態で予め定める
所定時間が経過した場合においても実行される。
【００３０】
　ホームキー１４８は、ホーム画面への移行指示を行なうためのキーである。例えば、ユ
ーザによってホームキー１４８が押下されると、表示パネル１３２には、コピーモードを
選択するためのアイコン、及び、ＦＡＸモードを選択するためのアイコンを含むホーム画
面が表示される。
【００３１】
　ホーム画面に表示される上記アイコンに対するユーザの選択操作によって、コピーモー
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ド又はＦＡＸモードが選択されると、タッチパネルディスプレイ１３０には、選択された
動作モードの初期画面が表示される。上記した選択操作とは、当該分野において一般的に
使用される操作であれば特に限定されないが、例えば、タッチ操作（ユーザによる押下位
置に基づく入力操作）及び、ジェスチャー操作（ユーザによる操作軌跡に基づく入力操作
）等がある。図４を参照して、表示された初期画面は、システム領域１０００、機能設定
／確認領域（以下「機能選択領域」と記す。）２０００、プレビュー領域３０００、アク
ションパネル領域４０００、及び、タクストリガー領域５０００を含む５つの領域からな
る。これらの５つの領域は、基本レイアウトに従って以下のように配置される。すなわち
、システム領域１０００は初期画面の最上部に配置される。プレビュー領域３０００は初
期画面の中央部に配置される。機能選択領域２０００は、初期画面においてプレビュー領
域３０００に対して左側に配置される。アクションパネル領域４０００は、初期画面にお
いてプレビュー領域３０００に対して右側上部に配置される。タクストリガー領域５００
０は、初期画面においてプレビュー領域３０００に対して右側下部に配置される。
【００３２】
　システム領域１０００には、その時点での動作モードの状態が表示される。システム領
域１０００には、例えば、対応する動作モードを示す名称等の文字列、ログインユーザ名
、処理中のジョブ等を示すアイコン、動作モードに対する所定の指示を受付けるためのソ
フトウェアキー、及び、現在時刻等が表示される。
【００３３】
　機能選択領域２０００には、対応する動作モードに関する各種機能及びパラメータ等の
条件の設定変更を行なうための機能選択メニュー群が表示される。この機能選択メニュー
群は、各種機能及びパラメータの設定変更を行なうための各種アイコンと、変更された設
定内容を表示するための各種テキスト領域と、を含む。
【００３４】
　機能選択領域２０００の下部にはさらに、機能選択メニュー群の表示スタイルを変更す
るためのソフトウェアキーである変更ボタン２０１２～２０２２が表示される。ボタン２
０１２は、表示スタイルをアイコンモードに変更するためのキーである。ボタン２０１４
は、予め「お気に入り」登録された機能のみを表示させるためのキーである。ボタン２０
１６は、設定変更された機能のみを表示させるためのキーである。ボタン２０１８は、対
応する動作モードにおいて、設定変更可能な全ての機能を示すリストを表示させるための
キーである。ボタン２０２０は、表示スタイルをレギュラーモードに変更するためのキー
である。ボタン２０２２は、表示スタイルをエキスプレスモードに変更するためのキーで
ある。上記したアイコンモードとは、機能選択メニュー群を各種機能に対応するアイコン
のみで表示するモードのことである。上記したレギュラーモードとは、機能選択メニュー
群を各種機能に対応するアイコン及び各種機能の名称が記載されるテキスト領域で表示す
るモードのことである。上記したエキスプレスモードとは、機能選択メニュー群を各種機
能に対応するアイコン及び各種機能の詳細が記載されるテキスト領域で表示するモードの
ことである。アイコンモード、レギュラーモード、及び、エキスプレスモードは、この順
に、機能選択メニュー群の表示に要する表示領域が大きくなる。
【００３５】
　なお、機能選択領域２０００に対し、機能選択メニュー群に含まれる全ての情報を表示
しきれない場合には、機能選択メニュー群は上下方向にスクロール可能に表示される。こ
のとき、変更ボタン２０１２～２０２２の表示位置は固定されたままである。ユーザは、
タッチ操作（スクロール操作）又はジェスチャー操作（上下方向のフリック操作）によっ
て、機能選択メニュー群の表示部分を上下方向に切替えることができる。
【００３６】
　プレビュー領域３０００には、ダミーデータ及びスキャンデータ等に基づくプレビュー
画像が表示される。上記したダミーデータとは、原稿のスキャン前等に画像の出力イメー
ジを確認するために予め準備される画像データのことである。
【００３７】
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　アクションパネル領域４０００には、各種操作に対する補助、助言及び提案に関する情
報が表示される。アクションパネル領域４０００には、例えば、選択された機能に関連す
る各種機能の情報が（例えば目的別に）表示されたり、選択された機能と過去に組合せて
選択されたことのある機能が「おすすめ機能」として表示されたりする。
【００３８】
　タスクトリガー領域５０００には、各種機能のトリガーとなる複数のソフトウェアキー
が表示される。上記各種機能としては、例えば、各種処理の実行を開始するためのスター
ト機能、設定変更された機能及びパラメータ等を取消すためのキャンセル機能、並びに、
開始された処理の実行を停止するためのストップ機能等がある。上記したスタート機能、
キャンセル機能、及びストップ機能は、コピーモード及びＦＡＸモードにて使用される共
通の機能である。本実施の形態において、タスクトリガー領域５０００に表示される上記
した複数のソフトウェアキーは、いずれの動作モードが選択された場合においても、同一
の機能のトリガーとなるソフトウェアキーが同一の位置にくるように配置される。コピー
モード初期画面及びＦＡＸモード初期画面におけるソフトウェアキーの配置の詳細につい
ては後述する。
【００３９】
　上記したように、各種初期画面を構成する５つの領域及び基本レイアウトは、全ての動
作モードにおいて共通する。これによって、ユーザは、所望の情報を容易に見つけること
ができ、また、各種動作モードに関する機能及びパラメータ等の設定を容易に行なうこと
ができる。さらに、動作モードが異なっても、混乱することなく操作を行なうことが可能
になる。その結果、ユーザの操作性が向上する。
【００４０】
　［コピーモード初期画面７１００］　
　図５を参照して、コピーモード初期画面７１００のシステム領域１０００には、コピー
モードであることを示す「ＣＯＰＹ」という文字列１１０２と、ソフトウェアキーである
割込みキー１１０４と、ログインユーザ名１１０６と、ソフトウェアキーであるログアウ
トボタン１１０８と、が表示される。システム領域１０００にはさらに、現在のジョブ状
況を示すアイコン１１１０が表示される。アイコン１１１０としては、例えば、現在コピ
ー処理を実行中であることを示すアイコン（図５参照）、及び、現在処理を停止中である
ことを示すアイコン等が表示される。システム領域１０００にはさらに、ジョブの進行状
況を示すプログレスバー１１１４と、現在時刻１１１６と、が表示される。
【００４１】
　コピーモード初期画面７１００の機能選択領域２０００には、コピーモードに関する各
種機能及びパラメータ等の条件の設定変更を行なうための機能選択メニュー群がレギュラ
ーモードで表示される。この機能選択メニュー群は、コピー部数を設定するためのアイコ
ン２１０２、カラーモードを設定するためのアイコン２１０４、コピー濃度を設定するた
めのアイコン２１０６、コピー倍率を設定するためのアイコン２１０８、原稿のサイズを
設定するためのアイコン２１１０、用紙のサイズを設定するためのアイコン２１１２、画
像を編集するためのアイコン２１１４、及び、レイアウトを編集するためのアイコン２１
１６を含む。機能選択メニュー群はさらに、上記したアイコン２１０２～２１１６によっ
て変更された設定内容等をそれぞれ表示するためのテキスト領域２１２２～２１３６を含
む。機能選択領域２０００にはさらに、前述した変更ボタン２０１２～２０２２が表示さ
れる。
【００４２】
　コピーモード初期画面７１００のプレビュー領域３０００には、ダミーデータ及びスキ
ャンデータ等に基づくプレビュー画像３１００が表示される。プレビュー領域３０００の
下部にはさらに、プレビュー変更ボタン３０１２～３０１８及びスライダー３０２０が表
示される。ボタン３０１２は、プレビュー画像３１００の色調を変更させるためのキーで
ある。ボタン３０１４は、プレビュー画像３１００の表示位置を変更させるためのキーで
ある。ボタン３０１６は、プレビュー画像３１００を左に９０°回転させるためのキーで
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ある。ボタン３０１８は、プレビュー画像３１００を右に９０°回転させるためのキーで
ある。スライダー３０２０は、プレビュー画像３１００を拡大及び縮小するために使用さ
れる。
【００４３】
　コピーモード初期画面７１００のアクションパネル領域４０００には、コピーモードに
おけるおすすめ機能を選択するためのソフトウェアキーが表示される。ここでは、省エネ
機能を選択するためのキー４１０２、スキャンデータをＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄ
ｒｉｖｅ）３０２に保存する機能を選択するためのキー４１０４、及び、コピー処理と同
時にスキャンデータを送信する機能を選択するためのキー４１０６が表示される。
【００４４】
　コピーモード初期画面７１００のタスクトリガー領域５０００には、スキャンインキー
５１０２、クリアオールキー５１０４、モノクロスタートキー５１０６、及び、カラース
タートキー５１０８が表示される。スキャンインキー５１０２は、原稿をスキャンし、ス
キャンデータに基づくプレビュー画像３１００をプレビュー領域３０００に表示させるス
キャンイン処理の実行を開始するためのソフトウェアキーである。クリアオールキー５１
０４は、設定変更された機能及びパラメータ等の取消しを指示するため、又は、開始され
た処理の実行を停止するためのソフトウェアキーである。モノクロスタートキー５１０６
は、原稿をスキャンし、得られたスキャンデータ（又はスキャンイン処理によって得られ
たスキャンデータ）に基づくモノクロコピー処理の実行を開始するためのソフトウェアキ
ーである。カラースタートキー５１０８は、原稿をスキャンし、得られたスキャンデータ
（又はスキャンイン処理によって得られたスキャンデータ）に基づくカラーコピー処理の
実行を開始するためのソフトウェアキーである。        
【００４５】
　上記した４つのソフトウェアキーは、タスクトリガー領域５０００において、以下のよ
うに配置される。すなわち、図５に示すように、キャンセル機能及びストップ機能のトリ
ガーとなるクリアオールキー５１０４は、スタート機能のトリガーとなるスキャンインキ
ー５１０２、モノクロスタートキー５１０６及びカラースタートキー５１０８に対する距
離が、略同一となる位置に配置される。また、クリアオールキー５１０４は、タスクトリ
ガー領域５０００の右端部にくるように配置される。
【００４６】
　なお、タスクトリガー領域５０００に表示される上記した４つのソフトウェアキーは、
コピーモードにおける各種処理の実行状況に応じて、その表示態様が変化する。この表示
態様の変化の詳細については、後述する。
【００４７】
　［ＦＡＸモード初期画面７３００］　
　図６を参照して、ＦＡＸモードの初期画面７３００のシステム領域１０００には、ＦＡ
Ｘモードであることを示す「ＦＡＸ」という文字列１３０２と、ソフトウェアキーである
ジョブ追加キー１３０４と、ログインユーザ名１３０６と、ソフトウェアキーであるログ
アウトボタン１３０８と、が表示される。システム領域１０００にはさらに、オンフック
時の音量調整を行なうためのアイコン１３１０、メモリ残量を示すアイコン１３１２、Ｆ
ＡＸ送信処理の進行状況を示すプログレスバー１３１４、及び、現在時刻１３１６が表示
される。
【００４８】
　ＦＡＸモード初期画面７３００の機能選択領域２０００には、ＦＡＸモードに関する各
種機能及びパラメータ等の条件の設定変更を行なうための機能選択メニュー群がレギュラ
ーモードで表示される。この機能選択メニュー群は、ＦＡＸ原稿の濃度を設定するための
アイコン２３０２、ＦＡＸ原稿のサイズを設定するためのアイコン２３０４、画像を編集
するためのアイコン２３０６、レイアウトを編集するためのアイコン２３０８、ＦＡＸ通
信結果の一覧表を表示するためのアイコン２３１０、ＦＡＸ発信元の情報を印字するため
のアイコン２３１２、及び、メモリボックスに記憶される情報を表示するためのアイコン
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２３１４を含む。機能選択メニュー群はさらに、上記したアイコン２３０２～２３１４に
よって変更された設定内容等をそれぞれ表示するためのテキスト領域２３２２～２３３４
を含む。機能選択領域２０００にはさらに、前述した変更ボタン２０１２～２０２２、及
び、アドレス帳の内容を表示するためのソフトウェアキー２３４０が表示される。
【００４９】
　ＦＡＸモード初期画面７３００のプレビュー領域３０００には、ダミーデータ及びスキ
ャンデータ等に基づくプレビュー画像３３００、並びに、ＦＡＸ送信先の電話番号を直接
又はアドレス帳から選択して入力するためのソフトウェアキー３３０２が表示される。
【００５０】
　ＦＡＸモード初期画面７３００のアクションパネル領域４０００には、ＦＡＸモードに
おけるおすすめ機能を選択するためのソフトウェアキーが表示される。ここでは、同報Ｆ
ＡＸ送信機能を選択するためのキー４３０２、ＦＡＸ送信するデータサイズを小さくする
機能を選択するためのキー４３０４、及び、送信するＦＡＸデータをＨＤＤ３０２に保存
する機能を選択するためのキー４３０６が表示される。
【００５１】
　ＦＡＸモード初期画面７３００のタスクトリガー領域５０００には、スキャンインキー
５３０２、クリアオールキー５３０４、送信スタートキー５３０６、及び、チェックボッ
クス５３０８が表示される。スキャンインキー５３０２は、ＦＡＸ原稿をスキャンし、ス
キャンデータに基づくプレビュー画像３３００をプレビュー領域３０００に表示させるス
キャンイン処理の実行を開始するためのソフトウェアキーである。クリアオールキー５３
０４は、設定変更された機能及びパラメータ等の取消しを指示するため、又は、開始され
た処理の実行を停止するためのソフトウェアキーである。送信スタートキー５３０６は、
ＦＡＸ送信処理の実行を開始するためのソフトウェアキーである。チェックボックス５３
０８がチェックされた状態で送信スタートキー５３０６に対して選択操作がなされた場合
には、ＦＡＸ原稿のスキャン及びスキャンデータの送信が行なわれる。チェックボックス
５３０８がチェックされていない状態で送信スタートキー５３０６に対して選択操作がな
された場合には、スキャンイン処理によって得られたスキャンデータの送信が行なわれる
。
【００５２】
　上記した３つのソフトウェアキーは、タスクトリガー領域５０００において、以下のよ
うに配置される。すなわち、図６に示すように、キャンセル機能及びストップ機能のトリ
ガーとなるクリアオールキー５３０４は、スタート機能のトリガーとなるスキャンインキ
ー５３０２及び送信スタートキー５３０６に対する距離が、略同一となる位置に配置され
る。また、クリアオールキー５３０４は、タスクトリガー領域５０００の右端部にくるよ
うに配置される。
【００５３】
　なお、タスクトリガー領域５０００に表示される上記した３つのソフトウェアキーは、
ＦＡＸモードにおける各種処理の実行状況に応じて、その表示態様が変化する。この表示
態様の変化の詳細については、後述する。
【００５４】
　［画像形成装置１００］　
　〈ハードウェア構成〉　
　図１～図３を参照して、画像形成装置１００は、上記した操作ユニット１２０に加えて
、原稿読取部１０２、画像形成部１０４、給紙部１０６、及び、排紙処理装置１０８を含
む。以下、上記したコピーモード及びＦＡＸモードにおける動作を説明することによって
、画像形成装置１００のハードウェア構成の説明とする。
【００５５】
　－コピーモード－　
　本実施の形態において、コピーモードでは、主として、原稿読取部１０２及び画像形成
部１０４が動作することによって、スキャンイン処理、モノクロコピー処理、及び、カラ
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ーコピー処理のうちのいずれかが実行される。
【００５６】
　（スキャンイン処理）　
　画像形成装置１００においてコピーモードが設定され、スキャンインキー５１０２に対
する選択操作が行なわれると、原稿載置台に置かれた原稿は原稿読取部１０２によって画
像データとして読取られる。読取られた画像データは、ＣＰＵ３００に入力される。ＣＰ
Ｕ３００は、入力された画像データに対して各種画像処理を施した後、コピーモード初期
画面７１００のプレビュー領域３０００に対し、画像データに基づくプレビュー画像３１
００を表示させる。このとき、画像データは、記憶装置（例えば、図３に示すＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０８）に一時的に記憶される。
【００５７】
　（モノクロコピー処理及びカラーコピー処理）
　画像形成装置１００においてコピーモードが設定され、上記したスキャンイン処理が行
なわれていない状態で、モノクロスタートキー５１０６又はカラースタートキー５１０８
に対する選択操作が行なわれると、原稿載置台に載置された原稿が原稿読取部１０２によ
って画像データとして読取られる。読取られた画像データは、図３に示すマイクロコンピ
ュータ等から構成されるＣＰＵ３００に入力され、ここで各種の画像処理が施された後、
画像形成部１０４に対して出力される。
【００５８】
　画像形成部１０４は、画像データに基づいて原稿画像を記録媒体（多くの場合、記録用
紙）に印刷する。画像形成部１０４は、感光体ドラム２２２、帯電装置２２４、レーザス
キャンユニット（以下、「ＬＳＵ」と記す。）２２６、現像装置２２８、転写装置２３０
、クリーニング装置２３２、定着装置２３４、及び図示しない除電装置等を含む。
【００５９】
　画像形成部１０４には、主搬送路２３６及び反転搬送路２３８が設けられている。給紙
部１０６は、用紙カセット２４０に収納される記録用紙、又は手差トレイ２４２に載置さ
れる記録用紙を１枚ずつ引出し、引出した記録用紙を画像形成部１０４の主搬送路２３６
に向けて送り出す。給紙部１０６から給紙された記録用紙は、主搬送路２３６に沿って搬
送される。
【００６０】
　主搬送路２３６に沿って記録用紙が搬送される途中において、記録用紙は感光体ドラム
２２２と転写装置２３０との間を通過し、さらに定着装置２３４を通過する。この過程に
おいて、記録用紙に対する原稿画像の印刷が行なわれる。
【００６１】
　感光体ドラム２２２は、一方向に回転する。感光体ドラム２２２の表面は、クリーニン
グ装置２３２と除電装置とによりクリーニングされた後、帯電装置２２４により均一に帯
電される。
【００６２】
　ＬＳＵ２２６は、印刷対象の画像データに基づいてレーザ光を変調する。そして、この
レーザ光によって感光体ドラム２２２の表面を主走査方向に繰返し走査することで、静電
潜像を感光体ドラム２２２の表面に形成する。
【００６３】
　現像装置２２８は、トナーを感光体ドラム２２２の表面に供給して静電潜像を現像する
。これによって、トナー像が感光体ドラム２２２の表面に形成される。モノクロコピー処
理が実行される場合には、現像装置２２８は、モノクロトナーを供給する。カラーコピー
処理が実行される場合には、現像装置２２８は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シア
ン（Ｃ）、及びブラック（Ｋ）からなるカラートナーを供給する。
【００６４】
　転写装置２３０は、当該転写装置２３０と感光体ドラム２２２との間を通過する記録用
紙に対し、感光体ドラム２２２の表面に形成されたトナー像を転写する。
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【００６５】
　定着装置２３４は、記録用紙を加熱するための加熱ローラ２４８と、記録用紙を加圧す
るための加圧ローラ２５０とを含む。記録用紙上に転写されたトナー像は、加熱ローラ２
４８によって加熱され、かつ、加圧ローラ２５０によって加圧されることによって、記録
用紙に定着される。加熱ローラ２４８の温度は、定着装置２３４へ供給される電力によっ
てヒータを温めることで、定着に適した温度になるように制御されている。
【００６６】
　主搬送路２３６と反転搬送路２３８との接続位置には、分岐爪２４４が配設されている
。記録用紙の片面のみに原稿画像の印刷を行なう場合には、分岐爪２４４が位置決めされ
、この分岐爪２４４により定着装置２３４からの記録用紙が排紙トレイ２４６又は排紙処
理装置１０８の方へと導かれる。
【００６７】
　記録用紙の両面に原稿画像の印刷を行なう場合には、分岐爪２４４が所定方向に回動さ
れ、この分岐爪２４４により記録用紙が反転搬送路２３８の方へと導かれる。記録用紙は
、反転搬送路２３８を通過して、その表裏を反転された状態で主搬送路２３６へと再び搬
送される。主搬送路２３６における再度の搬送途中において、記録用紙の裏面への原稿画
像の印刷が行なわれる。印刷が行なわれた記録用紙は、排紙トレイ２４６又は排紙処理装
置１０８の方へと導かれる。
【００６８】
　上述のようにして原稿画像が印刷された記録用紙は、排紙トレイ２４６又は排紙処理装
置１０８の方へと導かれて排紙トレイ２４６に排出されるか、又は、排紙処理装置１０８
の各排紙トレイ１１０のいずれかに排出される。
【００６９】
　排紙処理装置１０８では、複数の記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出する
処理、記録用紙にパンチングする処理、及び、記録用紙にステープルする処理等を施す。
排紙処理装置１０８は、例えば、複数部の印刷物を作成する場合には、各排紙トレイ１１
０に印刷物の一部ずつが割り当てられるように、記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分け
して排出し、排紙トレイ１１０毎に、排紙トレイ１１０上の記録用紙にパンチング処理又
はステープル処理を施して印刷物を作成する。
【００７０】
　一方、画像形成装置１００においてコピーモードが設定され、上記したスキャンイン処
理が行なわれた後で、モノクロスタートキー５１０６又はカラースタートキー５１０８に
対する選択操作が行なわれると、原稿画像のスキャン及び画像データに対する画像処理は
行なわれず、画像形成部１０４は、スキャンイン処理時に読取られ、記憶装置に一時的に
記憶されたスキャンデータに基づいて、上記と同様にして画像形成処理を行なう。
【００７１】
　－ＦＡＸモード－　
　本実施の形態において、ＦＡＸモードでは、スキャンイン処理及びＦＡＸ送信処理は、
主として、原稿読取部１０２及び図３に示すＦＡＸ通信部１６０が動作することによって
実行される。ＦＡＸ通信処理は、ＦＡＸ通信部１６０が動作することによって実行される
。ＦＡＸ受信処理は、ＦＡＸ通信部１６０及び画像形成部１０４が動作することによって
実行される。
【００７２】
　（スキャンイン処理）　
　画像形成装置１００においてＦＡＸモードが設定され、スキャンインキー５３０２に対
する選択操作が行なわれると、原稿載置台に載置された原稿は原稿読取部１０２によって
画像データとして読取られる。読取られた画像データは、ＣＰＵ３００に入力される。Ｃ
ＰＵ３００は、入力された画像データに対して各種画像処理を施した後、ＦＡＸモード初
期画面７３００のプレビュー領域３０００に対し、画像データに基づくプレビュー画像３
３００を表示させる。このとき、画像データは、記憶装置（例えば、図３に示すＲＡＭ３
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０８）に一時的に記憶される。
【００７３】
　（ＦＡＸ送信処理）　
　画像形成装置１００においてＦＡＸモードが設定され、チェックボックス５３０８がチ
ェックされた状態で送信スタートキー５３０６に対する選択操作が行なわれると、原稿載
置台に載置された原稿は原稿読取部１０２によって画像データとして読取られる。読取ら
れた画像データは、ＣＰＵ３００に入力され、ここで各種の画像処理が施された後、ＦＡ
Ｘ通信部１６０に対してスキャンデータとして出力される。
【００７４】
　一方、画像形成装置１００においてＦＡＸモードが設定され、チェックボックス５３０
８がチェックされていない状態で送信スタートキー５３０６に対する選択操作が行なわれ
ると、上記した原稿画像のスキャン及び画像データに対する画像処理は行なわれず、スキ
ャンイン処理時に読取られ、記憶装置に一時的に記憶されたスキャンデータが、ＦＡＸ通
信部１６０に対して出力される。
【００７５】
　送信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、送信側の回線を指定された送信
先に接続し、入力されたスキャンデータをファクシミリ通信規格に合致した通信データへ
変換して、受信側のファクシミリ装置（例えばファクシミリ機能を備えた画像形成装置１
００）に対して送信する。
【００７６】
　（ＦＡＸ通信処理）　
　回線が接続されると、受信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、送信側の
画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０からの通信要求信号を検出して、応答信号を送
信する。その後、例えば、ＦＡＸ通信部１６０は、送信側及び受信側で互いに実装されて
いる能力情報の受渡しを行ない、利用可能な最大能力での通信速度及び画像データの符号
化／符号訂正方式等を決定してモデムの通信方式を設定する。この通信方式にあわせた画
像信号形式を用いて、送信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０から受信側の画
像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０へとデータが送信される。送信が終了すると回線
が切断される。
【００７７】
　（ＦＡＸ受信処理）　
　受信側の画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０は、受信したデータを画像データに
変換して、画像形成部１０４へ送る。なお、受信したデータを画像データへ変換するのは
画像形成部１０４であっても構わない。画像形成部１０４は、上述したコピーモードにお
ける動作と同様にして、受信したデータから変換された画像データに基づく画像を記録用
紙に印刷する。
【００７８】
　〈電気的構成〉　
　図３を参照して、画像形成装置１００は、コピーモード及びＦＡＸモードに関する各種
機能及びパラメータの設定が可能な操作ユニット１２０と、プログラム等を記憶するため
のＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０６と、通電が遮断された場合であっ
てもプログラム及びデータ等を記憶可能な不揮発性記憶領域を提供するハードディスクを
含むＨＤＤ３０２と、プログラムを実行する際に記憶領域を提供するＲＡＭ３０８と、を
含む。
【００７９】
　画像形成装置１００はさらに、原稿読取部１０２、画像形成部１０４、ＦＡＸ通信部１
６０、操作ユニット１２０、ＨＤＤ３０２、ＲＯＭ３０６、ＲＡＭ３０８、及び、ネット
ワークＩ／Ｆ３０４に接続されるバス３１０と、バス３１０に接続され、上記した各部を
制御して画像形成装置としての一般的機能を実現するためのＣＰＵ３００と、を含む。
【００８０】



(14) JP 5498249 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

　ＨＤＤ３０２には、原稿読取部１０２にてスキャンされたスキャンデータ等の各種デー
タが記憶される。
【００８１】
　ＲＯＭ３０６には、画像形成装置１００の動作を制御するために必要なプログラム及び
データ等が記憶されている。ＲＯＭ３０６にはさらに、コピーモード及びＦＡＸモードの
初期画面を表示するための初期画面データが記憶されている。ＲＡＭ３０８は、ＣＰＵ３
００による演算及び処理の結果を一時的に記憶するワーキングメモリとしての機能と、画
像データを記憶するフレームメモリとしての機能とを提供する。ＣＰＵ３００は、ＲＯＭ
３０６に格納されているプログラム及びデータに従って画像形成装置１００の各機能に関
する制御を実行する。すなわち、原稿読取部１０２、画像形成部１０４、操作ユニット１
２０のタッチパネルディスプレイ１３０及び表示操作部１４０、ＨＤＤ３０２、ＲＯＭ３
０６、並びに、ＲＡＭ３０８等に対する制御は、ＣＰＵ３００が所定のプログラムを実行
することによって実現される。
【００８２】
　図３に示すように、画像形成装置１００のＦＡＸ通信部１６０には、画像データの送受
信用に公衆回線が接続され、ネットワークＩ／Ｆ３０４にはネットワーク回線が接続され
る。このネットワーク回線には、画像形成装置１００をネットワーク対応のプリンタとし
て使用するコンピュータが接続されたり、インターネットを介して指定されたＵＲＬによ
り特定されるコンピュータが接続されたりする。このようにネットワーク回線を通じてイ
ンターネットに接続される画像形成装置１００は、インターネットを介して、外部装置か
ら必要な情報を取得することができる。
【００８３】
　［動作］　
　図１～図１０を参照して、画像形成装置１００は、以下のように動作する。以下の動作
を除く、画像形成装置１００の一般的な動作は、従来の画像形成装置の動作と同じである
。以下、コピーモード初期画面７１００及びＦＡＸモード初期画面７３００において、選
択操作が可能な状態のソフトウェアキーは明るい色で表示され、選択操作が不可能な状態
のソフトウェアキーは暗い色で表示されるものとする。ここで、明るい色とは、ユーザが
視覚的に認識しやすく目立ちやすい色相のことであり、例えば、黄色等がある。暗い色と
は、ユーザが視覚的に認識しにくく目立ちにくい色相のことであり、例えば、灰色（グレ
ー）等がある。
【００８４】
　－コピーモード時の動作－　
　ユーザが主電源スイッチ（図示せず。）をＯＮにし、画像形成装置１００の電源が投入
されると、タッチパネルディスプレイ１３０には、ホーム画面（図示せず。）が表示され
る。ユーザは、ホーム画面に表示される、コピーモードを選択するためのアイコンに対し
てタッチ操作を行なう。上記したタッチ操作が行なわれると、タッチパネルディスプレイ
１３０には、コピーモード初期画面７１００（図５参照）が表示される。このときのコピ
ーモードの各種機能及びパラメータの設定状態は、デフォルト（標準）状態である。
【００８５】
　図７を参照して、デフォルト状態時のタスクトリガー領域５０００において、スキャン
インキー５１０２、モノクロスタートキー５１０６、及びカラースタートキー５１０８は
明るい色で表示され、クリアオールキー５１０４は暗い色で表示される。このように、デ
フォルト状態時には、設定変更された機能及びパラメータがなく、スキャンイン処理又は
コピー処理も開始されていないため、操作の必要性のないクリアオールキー５１０４は、
選択操作が不可能な状態にされる。また、スキャンイン処理及びコピー処理の実行開始が
可能であるため、スキャンインキー５１０２、モノクロスタートキー５１０６、及びカラ
ースタートキー５１０８は選択操作が可能な状態にされる。
【００８６】
　ユーザは、デフォルト状態時のコピーモード初期画面７１００を確認し、機能選択領域
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２０００に表示される機能選択メニュー群２１００に対する入力操作によって、コピーモ
ードの各種機能及びパラメータの設定変更を行なう。以下、各種動作モードにおいて、各
種動作モードの機能及びパラメータ等の条件の設定変更がなされた後の状態を、設定許可
状態と記す。ユーザによって上記設定変更がなされると、コピーモード初期画面７１００
は、デフォルト状態時の状態から設定許可状態時の状態に移行する。
【００８７】
　図８を参照して、設定許可状態時のタスクトリガー領域５０００において、スキャンイ
ンキー５１０２、クリアオールキー５１０４、モノクロスタートキー５１０６、及び、カ
ラースタートキー５１０８は全て明るい色で表示される。このように、設定許可状態時に
は、設定変更された各種機能及びパラメータの取消し（キャンセル）、並びに、スキャン
イン処理及びコピー処理の実行開始が可能であるため、タスクトリガー領域５０００に表
示される全てのソフトウェアキーが選択操作可能な状態にされる。
【００８８】
　ユーザは、原稿載置台に原稿を載置し、モノクロスタートキー５１０６又はカラースタ
ートキー５１０８に対してタッチ操作を行なう。上記タッチ操作がなされると、コピー処
理が実行される。
【００８９】
　なお、ユーザはコピー処理を行なう前に、原稿画像のプレビュー画面を確認したいと考
える場合がある。このような場合、ユーザは、上記動作において、モノクロスタートキー
５１０６又はカラースタートキー５１０８に対してタッチ操作を行なう前に、スキャンイ
ンキー５１０２に対してタッチ操作を行なう。スキャンインキー５１０２に対してタッチ
操作がなされると、スキャンイン処理が実行される。
【００９０】
　スキャンイン処理が終了すると、コピーモード初期画面７１００のプレビュー領域３０
００には、スキャンデータに基づくプレビュー画像３１００が表示される。ユーザはプレ
ビュー画像３１００を確認し、コピー処理を行なう場合には、モノクロスタートキー５１
０６又はカラースタートキー５１０８に対してタッチ操作を行なう。上記タッチ操作がな
されると、スキャンイン処理によって読取られたスキャンデータに基づくコピー処理が実
行される。
【００９１】
　－ＦＡＸモード時の動作－　
　ユーザが主電源スイッチ（図示せず。）をＯＮにし、画像形成装置１００の電源が投入
されると、タッチパネルディスプレイ１３０には、ホーム画面（図示せず。）が表示され
る。ユーザは、ホーム画面に表示される、ＦＡＸモードを選択するためのアイコンに対し
てタッチ操作を行なう。上記したタッチ操作が行なわれると、タッチパネルディスプレイ
１３０には、ＦＡＸモード初期画面７３００（図６参照）が表示される。このときのＦＡ
Ｘモードの設定状態は、デフォルト（標準）状態である。
【００９２】
　図９を参照して、デフォルト状態時のタスクトリガー領域５０００において、スキャン
インキー５３０２及び送信スタートキー５３０６は明るい色で表示され、クリアオールキ
ー５３０４は暗い色で表示される。このように、デフォルト状態時には、設定変更された
機能及びパラメータがなく、スキャンイン処理又はＦＡＸ送信処理も開始されていないた
め、操作の必要性のないクリアオールキー５３０４は、選択操作が不可能な状態にされる
。また、スキャンイン処理及びＦＡＸ送信処理の実行開始が可能であるため、スキャンイ
ンキー５３０２及び送信スタートキー５３０６は選択操作が可能な状態にされる。
【００９３】
　ユーザは、デフォルト状態時のＦＡＸモード初期画面７３００を確認し、機能選択領域
２０００に表示される機能選択メニュー群２３００に対する入力操作によって、ＦＡＸモ
ードの各種機能及びパラメータの設定変更を行なう。上記設定変更がなされると、ＦＡＸ
初期画面７２００は、図９に示すデフォルト状態時の状態から図１０に示す設定許可状態
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時の状態に移行する。
【００９４】
　図１０を参照して、設定許可状態時のタスクトリガー領域５０００において、スキャン
インキー５３０２、クリアオールキー５３０４、及び送信スタートキー５３０６は全て明
るい色で表示される。このように、設定許可状態時には、設定変更された各種機能及びパ
ラメータの取消し、並びに、スキャンイン処理及びＦＡＸ送信処理の実行開始が可能であ
るため、タスクトリガー領域５０００に表示される全てのソフトウェアキーが選択操作可
能な状態にされる。
【００９５】
　上記設定変更後、ユーザは、タッチパネルディスプレイ１３０に対する入力操作によっ
て、ＦＡＸ送信先の電話番号を入力する。
【００９６】
　ＦＡＸ送信先の電話番号の入力を終えると、ユーザは、原稿載置台に原稿を載置し、チ
ェックボックス５３０８にチェックを入れた後、送信スタートキー５３０６に対してタッ
チ操作を行なう。上記タッチ操作がなされると、ＦＡＸ送信処理が実行される。
【００９７】
　〈作用・効果〉　
　上記実施の形態によれば、操作ユニット１２０は、複数の動作モードの中からユーザに
よって選択された１つの動作モードにて対応する処理を実行する画像形成装置１００に備
えられ、選択された動作モードに対応する情報を表示するための表示パネル１３２と、表
示パネル１３２に重ねて配置され、ユーザの指先が触れた位置に基づいてユーザの要求を
検出するためのタッチパネル１３４とを含むタッチパネルディスプレイ１３０を含む操作
装置であって、表示パネル１３２は、複数の動作モードにおいて共通する複数の機能のト
リガーとなる複数のソフトウェアキーが表示されるタスクトリガー領域５０００を含み、
ＣＰＵ３００は、いずれの動作モードが選択された場合においても、同一の機能のトリガ
ーとなるソフトウェアキーが同一の位置にくるように、タスクトリガー領域５０００にお
ける複数のソフトウェアキーを配置する。
【００９８】
　これによって、ユーザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱することなく
タッチパネルディスプレイ１３０に対する操作を行なうことができ、ユーザの操作性が向
上する。その結果、ユーザの操作ミスを低減することができる。
【００９９】
　また上記実施の形態によれば、複数のソフトウェアキーは、処理の実行を開始させるた
めの複数のスタートキー５１０２，５１０６，５１０８（又は５３０２，５３０６）と、
開始された処理の実行を停止するためのクリアオールキー５１０４（又は５３０４）と、
を含み、ＣＰＵ３００は、タスクトリガー領域５０００において、クリアオールキー５１
０４（又は５３０４）を、複数のスタートキー５１０２，５１０６，５１０８（又は５３
０２，５３０６）に対する距離が略同一となる位置に配置する。これによって、スタート
キーのいずれかを押下した後に、開始された処理の実行を取りやめたくなった場合には、
ユーザは、押下したスタートキーの位置に影響されることなく、どのスタートキーを押下
した場合においても即座にクリアオールキーを押下することができる。したがって、ユー
ザの操作性がさらに向上する。
【０１００】
　また上記実施の形態によれば、ＣＰＵ３００は、クリアオールキー５１０４（又は５３
０４）を、タスクトリガー領域５０００の右端部にくるように配置する。一般的に、右利
きの人間は左利きの人間よりも多いことが知られている。右利きの人間は、一方向に向か
う一連の操作を行なう際に、視線及び手の動きが左から右に向かう操作をより操作しやす
いと感じる傾向がある。したがって、上記したように、処理に関連する指示を出すソフト
ウェアキーのうちで、最後の指示を出す可能性の高いクリアオールキーがタスクトリガー
領域の右端部に配置されることによって、例えば、処理に関する各種機能及びパラメータ
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の設定、処理の開始指示、処理の停止指示、という一連の操作を行なう際に、視線及び手
の動きが左から右に向かうように操作することができる。その結果、右利きのユーザは、
処理に関連する一連の操作をより円滑に行なうことができる。
【０１０１】
　また上記実施の形態によれば、ＣＰＵ３００は、コピーモード（又はＦＡＸモード）の
状態がデフォルト状態である場合には、表示パネル１３２に対し、クリアオールキー５１
０４（又は５３０４）を選択操作が不可能な状態で表示させ、コピーモード（又はＦＡＸ
モード）の状態が他の状態である場合には、表示パネル１３２に対し、クリアオールキー
５１０４（又は５３０４）を選択操作が可能な状態で表示させる。このように、クリアオ
ールキーに対する操作の必要性がない場合には、クリアオールキーに対する選択操作が不
可能になり、クリアオールキーに対する操作の必要性がある場合には、クリアオールキー
に対する選択操作が可能になるので、ユーザの利便性がさらに向上する。
【０１０２】
　上記した他の状態としては、特に限定されないが、選択された動作モード（コピーモー
ド又はＦＡＸモード）に対応する処理（スキャンイン処理若しくはコピー処理、又は、ス
キャンイン処理若しくはＦＡＸ送信処理）が実行されているときの状態（動作状態）、及
び、選択された動作モードの条件の設定変更がなされた状態（設定許可状態）であること
が好ましい。このように、クリアオールキーの操作の必要性がより一層高まる動作状態時
及び設定許可状態時に、クリアオールキーが選択操作可能な状態で表示されるので、ユー
ザの利便性がさらに向上する。
【０１０３】
　また上記実施の形態によれば、ＣＰＵ３００は、表示パネル１３２に対し、選択操作が
可能な状態のクリアオールキー５１０４（又は５３０４）を視覚的に目立ちやすい色相で
表示させ、選択操作が不可能な状態のクリアキー５１０４（又は５３０４）を視覚的に目
立ちにくい色相で表示させる。これによって、ユーザは、どのキーを操作すれば処理を停
止させることができるのかを視覚的に認識しやすくなる。その結果、ユーザの操作ミスを
さらに低減することができる。
【０１０４】
　また上記実施の形態によれば、画像形成装置１００は、上記した操作ユニット１２０を
備えるので、ユーザは、動作モードが異なっても、常に同じ感覚で混乱することなく、画
像形成装置１００の各種動作モードに対する操作を行なうことができる。
【０１０５】
　〈変形例〉　
　なお、上記実施の形態において、クリアオールキー５１０４（又は５３０４）は、設定
不可状態時、設定許可状態時、及び動作状態時には全て明るい色で表示されたが、本発明
はそのような実施の形態に限定されない。例えば、クリアオールキー５１０４（又は５３
０４）は、動作モード（コピーモード又はＦＡＸモード）に対応する各種処理（スキャン
イン処理若しくはコピー処理、又は、スキャンイン処理若しくはＦＡＸ送信処理）の実行
時には明るい色で表示され、上記した各種処理の実行が行なわれていない時には暗い色で
表示されてもよい。これによって、ユーザは、開始された処理の実行を取りやめたくなっ
た場合に、どのキーを操作すれば処理を停止することができるのかをすぐに認識すること
ができるようになる。その結果、ユーザの操作性がさらに向上する。
【０１０６】
　また上記実施の形態において、画像形成装置１００によって実行可能な動作モードはコ
ピーモード及びＦＡＸモードであったが、本発明はそのような実施の形態に限定されない
。例えば、上記２つの動作モードに加えて、スキャンデータを画像形成装置１００内部の
記憶装置（例えばＨＤＤ３０２）に記憶するドキュメントファイリングモード、スキャン
データを電子メールに添付して外部装置に送信するメールモード、及び、ネットワークプ
リンタモード等を実行可能であってもよい。上記いずれの動作モードが選択された場合に
おいても、タスクトリガー領域５０００における複数のソフトウェアキーは、同一の機能
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【０１０７】
　また上記実施の形態において、操作ユニット１２０は、タッチパネルディスプレイ１３
０と表示操作部１４０とから構成されたが、本発明はそのような実施の形態に限定されず
、操作ユニット１２０がタッチパネルディスプレイ１３０のみから構成されていてもよい
。
【０１０８】
　また上記実施の形態において、動作モードの初期画面は５つの領域からなる構成であっ
たが、本発明はそのような実施の形態に限定されない。また、基本レイアウトも上記実施
の形態のものに限定されず、例えば、ユーザの利き手に応じて、基本レイアウトの左右の
配置を逆にしてもよいし、システム領域１０００が初期画面の最下部に配置されてもよい
。
【０１０９】
　また上記実施の形態において、操作ユニット１２０は、画像処理装置である画像形成装
置１００に備えられたが、本発明はそのような実施の形態に限定されず、複数の動作モー
ドの中からユーザによって選択された１つの動作モードにて対応する処理を実行する他の
電子機器に備えられてもよい。上記した他の電子機器としては、例えば、スキャナ装置等
がある。
【０１１０】
　今回開示された実施の形態は単に例示であって、本発明が上記した実施の形態のみに制
限されるわけではない。本発明の範囲は、発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、特許
請求の範囲の各請求項によって示され、そこに記載された文言と均等の意味及び範囲内で
の全ての変更を含む。
【符号の説明】
【０１１１】
　１００　画像形成装置
　１２０　操作ユニット
　１３０　タッチパネルディスプレイ
　１３２　表示パネル
　１３４　タッチパネル
　３００　ＣＰＵ
　５１０２，５１０６，５１０８，５３０２，５３０６　スタートキー
　５１０４，５３０４　クリアオールキー
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